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第　

回
３３

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
８
月　
２１

日
の
午
後
５
時
ま
で
に
環
境
保
全
課

（
11
７
２
４
・
２
７
１
１
）
へ
ご
連
絡

下
さ
い
。

○
日
時　

８
月　

日
（
水
）
午
後
６
時

２２

　

分
〜
８
時　

分

３０

３０

○
会
場　

森
野
分
庁
舎
４
階
第
２
会
議

室○
議
題　

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ

ラ
ム
等
の
実
績
に
つ
い
て
・
他

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

町
田
市
環
境
審
議
会

　

ま
ち
だ
中
央
公
民
館
で
は
、
公
民
館

長
の
諮
問
機
関
と
し
て
、
ま
た
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
意
見
を
反
映
し
た
公
民
館

運
営
を
目
指
す
た
め
に
、
公
民
館
運
営

審
議
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

同
審
議
会
は
、
学
校
長
、
学
識
経
験

者
、
市
民
の
代
表
（
社
会
教
育
関
係

者
）
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
市
民

の
代
表
に
よ
る
委
員
に
欠
員
が
生
じ
ま

し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
欠
員
分
１
人
の

委
員
を
選
出
す
る
た
め
、
説
明
会
を
行

い
ま
す
。
参
加
希
望
の
方
は
直
接
会
場

へ
お
い
で
下
さ
い
（
①
か
②
い
ず
れ
か

出
席
願
い
ま
す
）
。

　

な
お
、
委
員
候
補
者
が
複
数
名
に
な

っ
た
場
合
、
９
月　

日
午
後
６
時
か
ら

１８

行
わ
れ
る
調
整
会
に
も
候
補
者
全
員
ご

出
席
い
た
だ
き
ま
す
。

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制
度

申
請
は
お
済
み
で
す
か

　
　

月
１
日
か
ら
、
市
内
に
住
所
の
あ

１０
る
小
・
中
学
生
の
お
子
さ
ん
を
養
育
し

て
い
る
保
護
者
を
対
象
と
し
た
医
療
費

助
成
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。
お
子
さ
ん

の
医
療
費
（
保
険
診
療
分
）
の
１
割
を

助
成
し
ま
す
（
自
己
負
担
額
が
２
割
と

な
り
ま
す
）
。
こ
の
制
度
に
は
保
護
者

の
所
得
制
限
が
あ
り
、
限
度
額
以
上
の

方
は
資
格
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

（
所
得
制
限
は
児
童
手
当
と
同
じ
額
で

す
。
詳
細
は
所
得
限
度
額
表
（
左
表
参

照
）
を
ご
覧
下
さ
い
）
。

　

対
象
の
方
で
申
請
書
を
提
出
さ
れ
て

い
な
い
方
は
お
早
め
に
子
ど
も
総
務
課

へ
ご
提
出
下
さ
い
。

　

５
月　

日
現
在
、
市
内
に
住
民
登
録

２３

さ
れ
て
い
た
方
に
は
既
に
申
請
書
を
郵

送
し
て
い
ま
す
。
申
請
書
が
無
い
方
は

子
ど
も
総
務
課
窓
口
ま
で
お
い
で
下
さ

い
。
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
生
活
保
護
受
給
者
、
○障
 

医
療
証
（
心

身
障
害
者
医
療
費
助
成
）
、
○親
 

医
療
証

（
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
）
を

お
持
ち
の
方
は
対
象
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の　

お
子
さ
ん
の

健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
、
２
０
０
７
年

度
（
２
０
０
６
年
中
）
所
得
証
明
書

（
児
童
手
当
用
）

※
所
得
証
明
書
は
１
月
２
日
以
降
町
田

市
に
転
入
さ
れ
た
方
の
み
必
要
と
な
り

ま
す
。
１
月
１
日
に
住
民
登
録
し
て
い

た
市
区
町
村
か
ら
お
取
り
下
さ
い
。
子

ど
も
総
務
課
へ
他
の
制
度
で
提
出
済
の

場
合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

○
申
請
書
類
の
提
出
先　

子
ど
も
総
務

課
（
〒　

－

８
５
２
０
、
中
町
１－

　

１９４

２０

－

　

）
２３

○
医
療
証
の
送
付
に
つ
い
て　

所
得
等

の
審
査
の
結
果
、
認
定
の
方
に
は
医
療

証
を
、
資
格
を
持
て
な
い
方
に
は
却
下

通
知
を
お
子
さ
ん
の
住
所
地
へ
郵
送
し

ま
す
。
申
請
が
遅
れ
ま
す
と　

月
１
日

１０

ま
で
に
医
療
証
を
お
届
け
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
町
田
市
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
（
11
７
２
４
・
５
６
５
６
）

へ
。

□問
 

子
ど
も
総
務
課
11
７
２
４
・
２
１
３

９

委
員
選
出
説
明
会

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の

更
新
を
行
い
ま
す

　

現
在
、
使
用
し
て
い
る
被
保
険
者
証

の
有
効
期
限
は
９
月　

日
ま
で
で
す
。

３０

　

月
１
日
か
ら
有
効
の
新
し
い
被
保
険

１０者
証
は
、
９
月
に
な
り
ま
し
た
ら
、
配

達
記
録
に
て
順
次
発
送
し
ま
す
が
、
留

守
が
多
い
な
ど
郵
便
で
は
都
合
の
悪
い

方
は
電
話
予
約
の
う
え
、
国
保
年
金
課

に
お
い
で
下
さ
い
。

○
予
約
期
限　

８
月　

日
（
金
）
ま
で

１７

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
午
前
８
時　
３０

分
〜
午
後
５
時

○
お
渡
し
日
時　

９
月　

日
（
火
）
〜

１８

　

日
（
金
）
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

２１○
お
渡
し
場
所　

市
役
所
本
庁
舎
４
階

国
保
年
金
課

○
お
渡
し
す
る
方　

世
帯
主
ま
た
は
世

帯
主
の
委
任
を
受
け
た
同
世
帯
の
家
族

○
受
け
取
り
に
必
要
な
も
の　

①
現
在

使
用
中
の
保
険
証
②
印
鑑
③
世
帯
主
か

ら
の
委
任
状
（
家
族
の
場
合
）

□問
 

国
保
年
金
課
11
７
２
４
・
２
１
２
４

○障
 

受
給
者
証

更

新

し

ま

す

　

重
度
障
が
い
者
（
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
・
２
級
、
内
部
障
が
い
は
３
級
も

含
む
。
愛
の
手
帳
１
度
・
２
度
）
の
方

は
障
が
い
福
祉
課
へ
お
返
し
下
さ
い
。

□問
 

障
が
い
福
祉
課
11
７
２
４
・
２
１
３

６
、
6
７
２
４
・
１
１
９
１

病
者
で
あ
る
夫
の
公
務
死
に
よ
り
、
公

務
扶
助
料
、
遺
族
年
金
等
の
年
金
受
給

権
を
取
得
し
た
妻

○
支
給
内
容　

①
継
続
支
給
＝
額
面
１

０
０
万
円
〜　

万
円
（
軽
症
者
は
半

６０

額
、
継
続
回
数
に
よ
り
額
面
金
額
は
異

な
り
ま
す
）
、　

年
償
還
の
記
名
国
債

１０

②
新
規
支
給
＝
額
面　

万
円
（
軽
症
者

３０

は
半
額
）
、　

年
償
還
の
記
名
国
債
③

１０

特
例
支
給
＝
額
面
５
万
円
、
５
年
償
還

の
記
名
国
債
④
戦
没
者
妻
へ
の
移
行
＝

額
面
２
０
０
万
円
〜　

万
円
（
継
続
回

６０

数
に
よ
り
額
面
金
額
は
異
な
り
ま
す
）、

　

年
償
還
の
記
名
国
債

１０○
請
求
期
限　

２
０
０
９
年
９
月　

日
３０

ま
で

○
請
求
先　

福
祉
総
務
課
11
７
２
４
・

２
５
３
７
、
6
７
２
４
・
１
１
８
７

○
受
給
権
に
関
す
る
相
談　

福
祉
総
務

課
ま
た
は
東
京
都
福
祉
保
健
局
生
活
福

祉
部
計
画
課
恩
給
係
（
11　

・
５
３
２

０３

０
・
４
０
７
７
、
6　

・
５
３
８
８
・

０３

１
４
０
３
）
へ
。

　

２
０
０
６
年
に
特
別
給
付
金
国
債
の

最
終
償
還
を
迎
え
た
戦
傷
病
者
等
の
妻

ま
た
は
新
た
に
増
加
恩
給
、
傷
病
年

金
、
障
害
年
金
、
障
害
一
時
金
等
を
受

給
し
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
特
別
給
付

金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
支
給
対
象　

①
継
続
支
給
＝
２
０
０

６
年　

月
１
日
に
お
い
て
増
加
恩
給
等

１０

の
給
付
を
受
け
、
第
５
款
症
以
上
の
障

が
い
を
有
す
る
戦
傷
病
者
の
妻
②
新
規

支
給
＝
２
０
０
３
年
４
月
１
日
に
お
い

て
増
加
恩
給
等
の
給
付
を
受
け
、
第
５

款
症
以
上
の
障
が
い
を
有
す
る
戦
傷
病

者
の
妻
ま
た
は
２
０
０
３
年
４
月
１
日

〜
２
０
０
６
年
９
月　

日
に
前
記
の
夫

３０

が
死
亡
し
た
妻
③
特
例
支
給
＝
１
９
９

６
年　

月
１
日
（
前
回
新
規
支
給
の
場

１０

合
は
１
９
９
３
年
４
月
１
日
）
〜
２
０

０
３
年
３
月　

日
に
戦
傷
病
者
で
あ
る

３１

夫
が
死
亡
し
た
妻
④
戦
没
者
妻
へ
の
移

行
＝
１
９
９
６
年　

月
１
日
（
前
回
新

１０

規
支
給
の
場
合
は
１
９
９
３
年
４
月
１

日
）
〜
２
０
０
３
年
３
月　

日
に
戦
傷

３１

①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

４
、
右
記
３
以
外
の
①
父
母
②
孫
③
祖

父
母
④
兄
弟
姉
妹

５
、
右
記
１
か
ら
４
以
外
の
ご
遺
族

で
、
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続

き
１
年
以
上
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た

三
親
等
内
の
親
族

※
支
給
対
象
遺
族
は
、
戦
没
者
等
の
死

亡
当
時
に
現
存
し
て
い
た
こ
と
が
要
件

と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
子
に
つ
い

て
は
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
胎
児
も

含
ま
れ
ま
す
。

○
請
求
期
限　

２
０
０
８
年
３
月　

日
３１

○
請
求
先　

福
祉
総
務
課
11
７
２
４
・

２
５
３
７
、
6
７
２
４
・
１
１
８
７

○
受
給
権
に
関
す
る
相
談　

福
祉
総
務

課
ま
た
は
東
京
都
福
祉
保
健
局
生
活
福

祉
部
計
画
課
恩
給
係
（
11　

・
５
３
２

０３

０
・
４
０
７
７
、
6　

・
５
３
８
８
・

０３

１
４
０
３
）
へ
。

特
別
弔
慰
金
の
請
求
は

お

済

み

で

す

か

戦
没
者
等
の
遺
族
の
皆
さ
ん
へ

【
請
求
期
限
は
２
０
０
８
年
３
月　

日
３１

で
す
】

　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族

で
、
２
０
０
５
年
４
月
１
日
に
お
い
て

遺
族
年
金
等
を
受
け
取
る
方
が
い
な
い

場
合
に
、
額
面　

万
円
、　

年
償
還
の

４０

１０

記
名
国
債
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
ご
遺
族
は
次
の
順
番
に

よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
で
す
。

１
、
弔
慰
金
の
受
給
権
者

２
、
戦
没
者
等
の
子

３
、
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有
し
て

お
り
、
戦
没
者
等
と
氏
が
同
じ
で
あ
る

ま
ち
だ
中
央
公
民
館
・
公
民
館
運
営
審

議
会

特
別
給
付
金
が

支
給
さ
れ
ま
す

戦
傷
病
者
等
の
妻
の
皆
さ
ん
へ

児
童
扶
養
手
当
（
ひ
と
り
親
の
手
当
）

を
受
給
中
の
方
、
支
給
停
止
中
の
方

　

現
在
児
童
扶
養
手
当
（
ひ
と
り
親
の

手
当
）
を
受
給
中
ま
た
は
支
給
停
止
中

の
方
は
、
８
月
中
に
現
況
届
の
提
出
が

必
要
で
す
。
対
象
の
方
に
は
す
で
に
現

況
届
の
用
紙
を
送
付
し
て
い
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
８
月

　

日
ま
で
に
子
ど
も
総
務
課
へ
提
出
し

３１て
下
さ
い
。

　

現
在
支
給
停
止
中
で
手
当
を
受
給
し

て
い
な
い
方
も
、
現
況
届
の
提
出
が
必

要
で
す
。
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合

は
、　

月
振
込
分
以
降
の
手
当
が
停
止

１２

に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

□問
 

子
ど
も
総
務
課
11
７
２
４
・
２
１
４

３

現
況
届
の
提
出
を

を
対
象
と
し
た
受
給
者
証
（
た
だ
し
、

所
得
制
限
額
を
超
え
る
方
【
下
表
参

照
】
、
重
度
障
が
い
者
と
な
ら
れ
た
年

齢
が　

歳
以
上
の
方
、
○老
 

医
療
受
給
者

６５

証
を
お
持
ち
で
住
民
税
が
課
税
の
方
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）
の
更
新
が
行
わ

れ
ま
す
。
引
き
続
き
助
成
が
受
け
ら
れ

る
方
に
は
９
月
か
ら
の
新
し
い
受
給
者

証
を
８
月
下
旬
頃
送
付
し
ま
す
。
ま

た
、
所
得
が
基
準
額
を
超
え
る
な
ど
で

受
給
資
格
の
な
く
な
る
方
に
は
、
資
格

消
滅
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
以
前
に
所
得
超
過
で
受
給
資

格
を
喪
失
し
た
方
も
所
得
【
下
表
参

照
】
に
よ
っ
て
再
び
該
当
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
受
給
者
証

　

町
田
市
民
ホ
ー
ル
を
会
場
に
し
て
、

環
境
を
テ
ー
マ
に
し
た
博
物
館
が
開
館

し
ま
す
。

　

ソ
ー
ラ
ー
カ
ー
や
天
然
ガ
ス
自
動

車
、
燃
料
電
池
な
ど
の
先
進
技
術
の
展

示
や
地
球
環
境
を
テ
ー
マ
と
し
た
児
童

絵
画
、
市
内
の
小
・
中
学
校
、
団
体
な

ど
の
取
り
組
み
の
紹
介
、
リ
サ
イ
ク
ル

粘
土
体
験
、
環
境
ク
イ
ズ
や
ゲ
ー
ム
な

ど
盛
り
だ
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

○
日
時　

８
月　

日
（
土
）
午
前　

時

１８

１１

〜
午
後
４
時
、　

日
（
日
）
午
前　

時

１９

１０

　

分
〜
午
後
４
時

３０

○
会
場　

町
田
市
民
ホ
ー
ル

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１

１
、
町
田
市
民
ホ
ー
ル
11
７
２
８
・
４

３
０
０

【
親
子
で
作
る
木
の
実
の
工
作
】

　

木
の
実
や
小
枝
で
置
物
を
作
り
ま

す
。

○
対
象　

小
学
生
と
そ
の
保
護
者

○
日
時　

８
月　

日
（
日
）
午
前
９
時

１９

　

分
〜
正
午
（
雨
天
実
施
）

３０○
会
場　

同
公
園
「
森
の
家
」

○
定
員　
　

組
（
申
し
込
み
順
）

１５

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
し
の
木
山

か
し
の
木
山
自
然
公
園

自
然
公
園

地地
球球
一一
日日
博博
物物
館館

〜
み
ん
な
で
考
え
る
地
球
の
環
境
〜

〜
み
ん
な
で
考
え
る
地
球
の
環
境
〜

○
日
時　

①
８
月　

日
（
火
）
午
後
２

２８

時
か
ら
②
同
日
午
後
６
時
か
ら

○
会
場　

ま
ち
だ
中
央
公
民
館
・
①
は

学
習
室
４
②
は
美
術
工
芸
室

□問
 

ま
ち
だ
中
央
公
民
館
11
７
２
８
・
０

０
７
１

控除額一覧表

相当額雑損・医療費控除

相当額小規模企業共済等掛金控除

 ６０，０００円老人扶養控除（１人につき）

 ６０，０００円老人控除対象配偶者控除

２７０，０００円障害者控除

４００，０００円特別障害者控除

２７０，０００円寡婦（夫）控除

３５０，０００円特定寡婦控除

２７０，０００円勤労学生控除

▲２００６年全日本ソーラーカーチャ
ンピオンシップ燃料電池部門で３
連覇を果たしたアポロンディーヌ
号（玉川大学）

２００７年度（２００６年中）所得限度額表

厚生年金等加入国民年金加入または
年金未加入

税法上の
扶養人数

５，４００，０００円４，６８０，０００円０人

５，７８０，０００円５，０６０，０００円１人

６，１６０，０００円５，４４０，０００円２人

６，５４０，０００円５，８２０，０００円３人

６，９２０，０００円６，２００，０００円４人

１人増えるごとに３８０，０００円加算

※扶養人数とは２００６年中の税法上の扶養人数です。
※上記の所得限度額表は、一律控除８万円を加算して表示して
います。
※所得（給与所得者は給与所得控除後の額）から控除額一覧表
の該当額を控除した額を所得限度額表と比較して下さい。

○
申
し
込
み　

直
接
ま
た
は
電
話
で
午

前
９
時
〜
午

後
４
時
に
か

し
の
木
山
自

然
公
園
「
森

の
家
」
（
11

７
２
４
・
１

６
６
０
）

へ
。

　　　　　　　所得制限基準額　（単位：千円）

２００７年９月１日～２００８年８月３１日適用期間

２００６年中収入（所得）収入期間

５人４人３人２人１人０人扶養親族
等の数

所
得
制
限
額 ５，５０４５，１２４４，７４４４，３６４３，９８４３，６０４基準額

※基準額を超える方は対象になりません。
※２０歳未満の方は国民健康保険の世帯主等の所得です。
※２０歳以上の方は、障がい者ご本人の所得です。

ご
協
力
を　

宮
崎
県
台
風
５
号
被
害
義
援
金
口
座
番
号
＝
０
１
７
３
０－

３－

２
５
３
２
３　

※
郵
便
局
か
ら
送
金
し
て
下
さ
い
（
９
月　

日
ま
で
）　

日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部

２８

＝

　

　

11　

・
５
２
７
３
・
６
７
４
３

３
□問
 


